
令和８年２月１２日作成

№ 審査請求の種類 審理員となるべき者 備考

1 処分についての審査請求

審査庁の職員のうち課⾧級の職にある職員または弁

護士資格を有する職員（原処分に関与する職員等行

政不服審査法第９条第２項各号に該当する者を除

く。）

2 不作為についての審査請求

審査庁の職員のうち課⾧級の職にある職員または弁

護士資格を有する職員（原処分に関与する職員等行

政不服審査法第９条第２項各号に該当する者を除

く。）

うるま市審理員候補者名簿


